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平成２０年２月２８日判決言渡

平成１７年(ワ)第６０２３号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年１２月１３日

判 決

主 文

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は，原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告は，原告Ａに対し，３４５３万４１８７円及びこれに対する平成１４年

３月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂに対し，１６４４万２０９３円及びこれに対する平成１４年

３月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被告は，原告Ｃに対し，１６４４万２０９３円及びこれに対する平成１４年

３月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，亡Ｄ（昭和２７年４月１２日生 ）が，平成１４年３月２７日，Ｅ。

病院（以下「被告病院」という ）において，右卵巣摘出手術を受けた後，翌。

２８日午後７時３０分ころ，術後初回のトイレ歩行時にトイレで倒れた際，被

告病院の医師らが，肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する処置を行わ

ず，その後もＤの出血源の検索及び止血措置を行わず，出血している患者に対

する投与が禁忌とされるアクチバシン（血栓溶解剤）を投与したため，Ｄは死

亡するに至ったと主張して，遺族である原告らが，被告に対し，不法行為（使

用者責任）又は診療契約上の債務不履行に基づき，損害賠償として合計６７４

１万８３７３円及びこれに対する平成１４年３月２９日（Ｄが死亡した日）か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
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である。

１ 前提となる事実（当事者間に争いがないか，証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認定できる事実）

(1) 当事者

ア 原告Ａは，Ｄの夫であり，原告Ｂ及び原告Ｃは，いずれもＤの子である

（甲Ａ３ないし５ 。）

イ 被告は，被告病院を設置・経営する学校法人である。

(2) 診療経過の概要

Ｄの被告病院における診療経過は，別紙診療経過一覧表記載のとおりであ

る（同一覧表中の証拠の摘示のない事実は，当事者間に争いがない 。後。）

に摘示する当事者の主張に関係する限りにおいてその大要を摘示すると，次

のとおりである。

ア Ｄは，平成１４年３月２７日（以下，平成１４年については，原則とし

て月日のみを記載する ，腹痛のため被告病院を受診したところ，右卵。）

巣腫瘍茎捻転が疑われたため，入院の上，同日午後６時から緊急手術が行

われた。

イ 翌２８日午後７時２５分過ぎ，Ｄは 「トイレに行ってみたい感じがす，

る 」旨のナースコールをし，看護師の付添いの下，術後初回のトイレ歩。

行を行ったところ，トイレ内で吐き気を訴え，意識消失した。

同日午後７時４２分過ぎころ，Ｄは，ＣＴ検査のため，ストレッチャー

でＣＴ室に搬送されたところ，同日午後７時５５分，心肺停止した。その

ため，被告病院の医師らは，Ｄに対し，閉胸式心臓マッサージ等の心肺蘇

生措置を行ったところ，同日午後８時２分，自己心拍が再開した。

その後，Ｄは，ストレッチャーで被告病院の３次救急外来に搬送され，

同所で診療が続けられた。

ウ 翌２９日午後２時３０分ころから，被告病院のＦ医師は，Ｄに対し，右
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肺動脈血栓塞栓症との診断の下，血栓溶解剤（t-PA製剤）であるアクチバ

シン（一般名アルテプラーゼ）１２００万単位を計２回肺動脈内に直接注

入して，血栓溶解を試みたが，完全な溶解は得られず，右内頸静脈から挿

入されたカテーテル内にガイドワイヤーを通し，これによって血栓を破壊

・除去した。

その後，Ｄは，腹腔内出血による出血性ショックを起こし，同日午後１

０時４７分，死亡した。

２ 争点

本件の主たる争点は，次の５点である。

(1) 肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する各措置を怠った過失の有

無（争点１）

(2) 出血源の検索及び止血措置を怠った過失の有無（争点２）

(3) アクチバシンの投与に関する過失の有無（争点３）

(4) 上記各過失と死亡との間の因果関係の有無（争点４）

(5) 損害の額（争点５）

３ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する各措置を怠った

過失の有無）について

（原告らの主張）

被告病院のＧ医師らは，Ｄに対し，肺動脈血栓塞栓症によるショック状態

に対する措置を怠った過失があり，その具体的内容は，以下のアないしエの

とおりである。

ア 救急救命の医師をコール（招集）しなかったこと

被告病院のＧ医師らは，Ｄがトイレで倒れて急変したと聞いたとき，Ｄ

がショック状態にあることは明らかだったのであるから，その時点で，救

急救命の医師をコールすべきであったのに，これを怠った。
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救急救命の医師をまずコールするのは，院内にいれば鉄則である。

イ ショック状態の患者に対してなすべき措置を怠ったこと

被告病院のＧ医師らは，医師が一般にショック状態の患者に対してすべ

きこと，すなわち，① バイタルサインのチェック，② 臨床症状，理学

的所見への注目，③ 初期治療の素早い開始，④ 自覚症状，基礎疾患，

既往歴のチェック，⑤ ベッドサイドの検査を，Ｄに対して行うべきであ

ったのに，これらを怠った。

① バイタルサインのチェックの具体的内容は，意識レベル，脈拍，呼

吸数，血圧，体温を経時的にこまめにチェックすることで，急激な増悪，

著しい不安定性などの病態の変化をいち早く察知し，ショックの病態を判

別することなどである。また，② 臨床症状，理学的所見への注目の具体

的内容の１つは，本件では，頸静脈怒張の有無のチェックである。そして，

③ 初期治療の開始の具体的内容の１つは，呼吸状態を観察し，酸素を投

与し，サチュレーションモニターを装着して酸素飽和度をモニターするこ

と，迅速に静脈路を確保し，循環状態を脈拍，血圧，四肢冷感，爪床圧迫

後の毛細血管充満時間などから判断し，ショックの病態に応じた輸液，昇

圧剤投与を行うことである。また，④ 自覚症状，基礎疾患，既往歴のチ

ェックの具体的内容は，患者本人又は家人からこれらを詳しく聴取するこ

とである。さらに，⑤ ベッドサイドの検査の具体的内容は，一般的な血

液生化学・尿検査に加え，心筋虚血の有無を調べるためにはトロポニンＴ

又はＨ－ＦＡＢＰの定性定量，敗血症を疑った場合には血液培養，血中エ

ンドトキシン値，血液凝固系などの検査，また，心電図，心エコー，腹部

エコー，胸部Ｘ線などの基本的検査などである。

しかるに，被告病院のＧ医師らは，これらをいずれも行っていない。

ウ ＣＴ室に運び込んだこと

(ア) Ｄには，血圧上昇，クッシング徴候等は見られなかったから，脳出
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血等は強く疑われず，ＣＴによる緊急画像診断は必要ではなかったこと，

「ＣＴは死のトンネル」と言われるように，ショック状態でＣＴ検査を

施行することは極めて危険であり，ＣＴ検査中に急変する可能性が高い

ことなどからすれば，被告病院のＧ医師らは，Ｄの呼吸循環動態を十分

に安定させてから，ＣＴ室へ運ぶべきであった。

(イ) 被告は，Ｄについて，肺動脈血栓塞栓症だけではなく，意識障害を

もたらすすべての疾患が疑われたので，ＣＴ室へ運ぶことは正しい旨主

張する。

しかしながら，Ｄがトイレで倒れた時の状態は，意識障害というより

ショック状態というべきであるし，そもそも，いかなる疾患を疑っても

呼吸循環動態の安定していない患者をＣＴ室に運ぶことは初歩的な誤り

である。

エ 肺動脈血栓塞栓症を疑い，これによるものと疑われるショック状態の患

者に対してなすべき診断・治療を行わなかったこと

被告病院のＧ医師らは，Ｄに対し，肺動脈血栓塞栓症を疑い，これによ

るショック状態の患者に対してなすべき診断・治療（ＰＣＰＳの装着及び

ヘパリンの投与）を怠った。

(ア) 肺動脈血栓塞栓症が疑われること

被告病院のＧ医師らは，看護師から，Ｄが術後の初回歩行であること

及びトイレで倒れて急変したことを聞いており，これは教科書その他研

修医向けの本にも書かれている肺動脈血栓塞栓症の典型例である。

したがって，本件は，まず肺動脈血栓塞栓症を疑わなければならない

症例である。

なお，Ｈ医師は，ハリソン内科学（乙Ｂ１３）のWells Diagnostic S

coring Systemを引用して，Ｄの肺動脈血栓塞栓症の可能性は８％にす

ぎなかった旨述べるが，そもそも被告病院のＧ医師らは，上記スコアリ
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ングシステムの項目すべてを検討していないし，上記スコアリングシス

テムが診断の第一歩となるのは，患者のバイタルサインの安定が得られ

ている場合にすぎず，ショック状態のＤについては妥当しない。また，

上記スコアリングシステムによる予測値が低くても，D-dimerの測定は

必要であり，Ｄに対し，この測定を行っていれば，肺動脈血栓塞栓症を

除外することはできなかったはずである。

(イ) ＰＣＰＳを装着すべきこと

重症肺動脈血栓塞栓症に対する最も確実な対処方法は，ＰＣＰＳの導

入であるところ，平成１４年３月当時，ＰＣＰＳの装着が大学病院にお

いて医療水準となっていたことは，医学文献並びに原告らの協力医であ

るＩ医師及び被告病院の医師らの証言などから疑いがない。

したがって，被告病院の医師らは，Ｄがトイレで倒れたと聞いた時点

で，ＰＣＰＳを準備・装着すべきであった。

なお，被告病院の医師らは，証人尋問において，ＰＣＰＳ装着のため

には，準備に時間がかかる上，血行路確保も難しい旨述べるが，被告病

院においては，１５分程度でＰＣＰＳを準備できたはずであるし，静脈

切開を行ってでも血行路を確保することは可能である。

(ウ) ヘパリンを投与すべきこと

被告病院の医師は，肺動脈血栓塞栓症が疑われる段階（Ｄがトイレで

倒れた段階）で，ヘパリンを投与すべきであった。

ヘパリンは血栓の形成を防止する作用があるので，肺動脈に詰まった

塞栓同士の間に新たな血栓が形成されるのを防ぐので，更なる重症化を

防止できるから，Ｄに対し，ヘパリンが投与されていれば，肺動脈血栓

塞栓症による心肺停止は生じなかった可能性がある。

（被告の主張）

原告らが主張する肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する措置につ



- 7 -

いて，いずれも被告病院の医師らに過失はない。

特に，肺動脈血栓塞栓症に対する診断・治療の点については，一般に手術

後の患者がショック状態に陥った場合には，急に意識障害を生ずる疾患のす

べてを考慮に入れなければならず，肺動脈血栓塞栓症のみを特別疑うことな

どできない。患者に突然意識障害が現れた場合には，まずその原因を探索す

る必要があり，その手段として最初に試みる有用な検査がＣＴ検査なのであ

る。その意味で，本件において，被告病院のＧ医師らが，トイレで倒れたＤ

をＣＴ室へ運び込んだことは，適切な診療行為である。

原告らは，Ｄがトイレで倒れた時点で，被告病院のＧ医師らは，Ｄに対し，

肺動脈血栓塞栓症を疑って，ＰＣＰＳの準備・装着やヘパリンの投与を行う

べきであった旨主張する。

しかしながら，原告らの主張は，Ｄが肺動脈血栓塞栓症を発症していたと

いう結果を知ったからこそなし得るものであり，臨床の現場においては非現

実的な主張である。Ｄがトイレで倒れた時点においては，肺動脈血栓塞栓症

のみならず，脳出血の可能性も否定できず，万が一脳出血であった場合，低

分子ヘパリンなどを投与すれば致命的となる。

また，肺動脈血栓塞栓症と診断できない段階でＰＣＰＳを装着することな

ど，医療水準に照らして求められていない。すなわち，肺動脈血栓塞栓症の

確定診断がついており，ＰＣＰＳの適応があれば，その装着を考慮すること

もあり得るが，その疑いにすぎない段階でＰＣＰＳを装着又は準備する必要

があるなどという標準的な医学文献は存在せず，むしろ，医学に携わる者に

とって最も権威ある教科書であるハリソン内科学の肺血栓塞栓症の項では，

ＰＣＰＳを用いた治療法への言及はない。

(2) 争点２（出血源の検索及び止血措置を怠った過失の有無）について

（原告らの主張）

以下の点からすれば，被告病院の医師は，３月２９日午前７時２７分（同
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日午前０時２６分に採取した血液検査の結果報告書が到着した時間）以降，

Ｄの多量出血を疑い，腹部ＣＴ検査，腹部エコー検査，腹腔穿刺などを行っ

てＤの出血源を検索し，肝臓からの出血をつきとめ，止血措置を行うべきで

あったにもかかわらず，これを怠った点で過失がある。

ア ヘモグロビン値，ヘマトクリット値の低下

Ｄに対する血液検査の結果，３月２８日午後９時２１分から翌２９日午

前０時２６分にかけて，ヘモグロビン値及びヘマトクリット値が大きく低

下（具体的には，ヘモグロビン値は，１２．６から９．９に低下）してい

た。

被告病院のＪ医師及びＦ医師は，証人尋問において，ヘモグロビン値の

低下については，輸液による希釈が原因であり，出血の所見ではない旨供

述する。

しかしながら，本件においては，Ｉ医師が述べるように，中心静脈圧上

昇や肺うっ血等の過剰輸液を示唆する所見が認められないことからすれば，

ヘモグロビン値の低下を輸液による希釈のみの影響と考えることはできな

い。

イ ＣＴ画像及びレントゲン画像上の液体貯留

３月２９日午前１１時３７分に撮影されたＣＴ及びレントゲン写真上，

大量の液体貯留が認められた。

なお，被告病院のＪ医師は，上記液体貯留がごく少量である旨証言して

いるが，Ｉ医師及びＨ医師の証言からすれば，これが大量であることは明

らかである。

ウ ＤＩＣを発症していたこと

ＤＩＣ（播種性血管内凝固症候群）は，凝固異常により，異常出血が引

き起こされ，病態が悪化することもある疾患であるから，Ｄに目に見える

出血がなかったからといって，出血は起きていないと考えることはできず，
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出血を疑うべきである。

エ 馬乗りで閉胸式心臓マッサージが行われたこと

(ア) 閉胸式心臓マッサージにより肋骨骨折や肝損傷が起こり得ることは

一般的な知見であり，特に，本件では，被告病院の大学院生や産婦人科

医師らが馬乗りになって心臓マッサージを行ったものであるから，より

一層下位肋骨骨折ひいては肝損傷などの合併症を疑うべきであった。

(イ) なお，被告は，閉胸式心臓マッサージの際に肝損傷が起こることは

極めて稀であり，これを予見することは不可能である旨主張する。

しかしながら，閉胸式心臓マッサージにより肋骨骨折や肝損傷が起こ

り得ることは常識であり，仮に稀な症例であったとしても，予見可能性

は否定されるものではない。

また，被告は，Ｄの容態が非常に切迫した状況であったことから，心

肺停止の原因を探索することが優先され，下位肋骨骨折を起こしている

か否かなどを検査している余裕などないし，仮に下位肋骨骨折を認識し

たとしても，肝損傷を疑うことなどない旨主張する。

しかしながら，下位肋骨骨折を認識したとしても肝損傷を疑わないと

いう被告病院の診療姿勢自体が根本から誤りであるし，心肺蘇生の後は，

下位肋骨骨折を起こしているか否かを検査する余裕は十分あった。

オ 肝機能値が異常値を示していたこと

肝損傷により肝機能値（ＧＯＴ，ＧＰＴ，ＬＤＨ）及び筋原性酵素（Ｃ

ＰＫ）が異常値を示すとされるところ，本件において，Ｄは，これらの値

が異常値を示していた。

なお，心肺停止によるショック肝でも異常値を示すので，これだけから

は肝損傷と断定はできないが，当然肝損傷の疑いはあり，肝臓からの出血

を示唆する上記各所見と併せ考え，被告病院の医師らは，肝臓からの出血

を疑うべきであった。
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（被告の主張）

以下の点からすれば，被告病院の医師らが，Ｄに肝損傷による腹腔内出血

が生じていると認識・予見することは不可能であり，過失はない。

ア 閉胸式心臓マッサージによる肝損傷は稀であること及びＤが切迫した容

態であったこと

Ｄは，突然意識障害をきたし，心肺停止となるなど，非常に切迫した状

況下にあったのであるから，心肺停止の原因を探索することが優先され，

下位肋骨骨折を起こしているか否かなどを悠長に検査している余裕などな

かった。また，Ｄについては，レントゲン写真上，下位肋骨骨折の所見は

認められないし，仮にこれを認識したとしても，閉胸式心臓マッサージの

際に肝損傷が起こることは極めて稀であることなどから，その認識・予見

は不可能であり，肝損傷を疑うことなどない。

イ 本件では肝臓からの出血は疑えないこと

原告は，Ｄのヘモグロビン値及びヘマトクリット値が低下していること

並びに肝機能値及びＣＰＫが異常値を示していたことや画像上の液体貯留

などから，Ｄの出血を疑い，肝臓からの出血をつきとめ，止血措置を行う

べきであった旨主張する。

しかしながら，Ｄに大量出血を示す血液検査所見はなく，ＣＴ画像上に

おいても大量出血を示唆する所見は見当たらない。また，Ｄは，３月２８

日午後９時２１分の血液検査の時点で，肺塞栓症によるＤＩＣを発症して

おり，体中のどこから出血していてもおかしくない状況であり，出血が起

こっていたとしても，それが肝臓からの出血であると診断することなど不

可能である。さらに，血液検査の結果，ヘモグロビン値の低下やＧＯＴ，

ＧＰＴの上昇が見られるが，ヘモグロビン値の低下については，希釈性の

ものと判断できる範疇であり，ＧＯＴ，ＧＰＴの上昇については，ＤはＤ

ＩＣによって多臓器不全となり，ショック症状を呈していたため，その他
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の数値もほぼすべて異常値を示しており，ことさら肝損傷を疑うべき所見

ではない。

(3) 争点３（アクチバシンの投与に関する過失の有無）について

（原告らの主張）

以下の点からすれば，被告病院のＦ医師は，出血傾向があり，現に出血し

ていたＤに対し，禁忌とされるアクチバシン１２００万単位を２回投与した

過失がある。

ア アクチバシンの添付文書に反する投与

アクチバシンは，添付文書上，出血のおそれがあり，現に出血している

患者に対する投与は禁忌とされているところ，下記イのとおり，Ｄには出

血が認められていたから，アクチバシンの投与は禁忌であった。

そして，医師が医薬品を使用するに当たって，添付文書に記載された使

用上の注意に従わず，それによって医療事故が発生した場合には，これに

従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り，当該医師の過失が

推定される（最高裁判所平成８年１月２３日第三小法廷判決・民集５０巻

１号１頁参照）から，アクチバシンの投与に関し，被告病院の医師の過失

が推定される。

また，本件においては，アクチバシンの投与は，添付文書の記載に反す

ることなどから，事前に患者又は家族に対する説明・同意がなければ正当

化されない。

イ Ｄに出血及び出血傾向があったこと

Ｄは，３月２８日午後９時２０分ころから翌２９日午後０時ころまでの

間，胃管チューブ（ＮＧ－Ｔ）からの出血が続いていた。これは，胃から

の出血があったためであり，アクチバシンの投与に当たって留意しなけれ

ばならない所見である。

また，上記(2)の原告らの主張のとおり，Ｄは，① 閉胸式心臓マッサ
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ージを受けていたこと，② ＤＩＣを発症し，体中どこから出血してもお

かしくない状況にあったこと，③ ヘモグロビン値及びヘマトクリット値

が低下していたこと，④ ３月２９日のＣＴ及びレントゲン写真上，大量

の液体貯留が認められること，⑤ 肝機能値が異常値を示していたことか

ら，多量の腹腔内出血が疑われた。

ウ アクチバシンを投与すべき特段の合理的理由がないこと

被告は，大要，① アクチバシンの投与が危険性よりも有用性が勝る，

② 血栓を取り除く方法がアクチバシンの投与しかない，③ 血栓の範囲

が広範囲にわたるものである，④ 肺動脈血栓塞栓症によって，Ｄが死に

至る可能性があった旨主張する。

しかしながら，以下のとおり，これらは，いずれも理由がない。

(ア) ①アクチバシンの投与が危険性よりも有用性が勝るとの点について

アクチバシンを使用して血栓溶解療法がなされた場合の生命予後は証

明されていない一方で，禁忌を犯したときに起こる出血は，出血性ショ

ックを引き起こし，急激に致死的な結果をもたらし得るものである。

アクチバシンの投与が危険性よりも有用性が勝るとの被告の主張は，

Ｄに対するアクチバシンの投与が禁忌でない場合を前提としたものにほ

かならず，理由がない。

(イ) ②血栓を取り除く方法がアクチバシンの投与しかないとの点につい

て

出血がある等，血栓溶解療法が禁忌とされる患者に対しては，カテー

テル血栓除去術等を実施することが多数の文献によって明らかにされて

いることなどからすれば，被告病院のＦ医師は，血栓溶解療法に固執す

ることなく，他の治療方法を選択すべきだった。

また，後記のとおり，Ｄの状態が肺動脈に血栓があるために死亡に至

るというような状態ではなくなっていたことからすれば，再発予防に努
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め，血栓の自然溶解に任せ，全身状態の回復を待つということも，適切

な選択肢の１つであった。

(ウ) ③血栓の範囲が広範囲にわたるものであるとの点について

アクチバシン投与時点において，Ｄの肺動脈内の血栓は，Ａ１０の本

幹から広がっているにすぎず，広範囲にわたるものではなかった。

仮に，Ａ１０の本幹ではなく，更に肺動脈の上流から血栓が広がって

いたとしても，肺血管造影写真からも明らかなように閉塞範囲は限局さ

れており，また，左肺は閉塞が全くなく，機能が保たれていることから，

酸素化は図られている。

Ｆ医師は，血栓は広範囲に広がっていた旨証言しているが，診療録の

記載に反しているなど，全く信用できない。

(エ) ④肺動脈血栓塞栓症によって，Ｄが死に至る可能性があったとの点

について

ａ 中枢神経障害について

Ｄは，３月２８日午後１１時３０分に意識レベル３００であったが，

翌２９日午前３時には２００に回復しており，同日午後０時までには

痛み刺激に対して反応等も出てきていたのであるから，中枢神経障害

は改善に向かっていた。

なお，同日午前０時１９分の脳波は正常ではないが，これは心肺停

止及び心肺蘇生後間もない時点であり，この脳波をもってＤの回復の

可能性がないということはできない。

ｂ 呼吸器障害について

上記のとおり，アクチバシン投与時点において，Ｄの肺動脈内の血

栓は，Ａ１０の本幹から広がっているにすぎず，広範囲にわたるもの

ではなかった。仮に，Ａ１０の本幹ではなく，更に肺動脈の上流から

血栓が広がっていたとしても，肺血管造影写真からも明らかなように
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閉塞範囲は限局されており，また，左肺は閉塞が全くなく，機能が保

たれていることから，酸素化は図られている。

したがって，呼吸器障害の観点から，Ｄに対し，緊急に血栓を除去

すべき理由は全くない。

ｃ 肝機能障害について

Ｄの肝機能障害は，心肺停止に伴うショック肝又は出血性ショック

に伴うショック肝の状態に，心臓マッサージによって引き起こされた

肝損傷の影響が加わったものであるが，本件では全身への血流が確保

されているから，血栓溶解療法による肺動脈血栓塞栓症の治療は，肝

機能障害の改善にはつながらない。

ｄ 腎機能障害について

腎機能障害は，３月２９日午前１１時３７分ころまでに生じていた

大量出血による出血性ショックに伴うショック腎であり，これに造影

剤の影響が加わったものと考えられ，この腎機能障害は，生命予後に

問題はない。本件では全身への血流が確保されているから，血栓溶解

療法による肺動脈血栓塞栓症の治療は，腎機能障害の改善にはつなが

らない。ショック腎が出血性ショックに伴うものである以上，まず出

血性ショックに対する治療を行わなければならない。

ｅ 血液凝固障害（ＤＩＣ）について

ＤＩＣについては，３月２８日午後９時２１分ころからＦＯＹ（蛋

白分解酵素阻害剤）の投与がされた後，血小板数（ＰＬＴ）は増加し，

基準値内にあったことから，改善していた。

ｆ 循環不全について

本件では，上記のとおり，血栓による塞栓は限局されており，心機

能低下や循環不全をもたらすものではない。本件における心機能低下

の原因は，出血性ショックに伴い血液量が減少したことにある。



- 15 -

したがって，循環不全についても，肺動脈血栓塞栓症に対する治療

ではなく，出血性ショックに対する治療が優先されなければならなか

った。

（被告の主張）

以下の点からすれば，被告病院の医師が，Ｄに対し，アクチバシン１２０

０万単位を２回投与したことに過失はない。

ア Ｄの循環動態及び呼吸状態が危機的であったこと

被告病院の医師は，Ｄに対し，心肺蘇生後，ドーパミン，ドブタミン，

ボスミン，ノルアドレナリンなどの昇圧剤を大量に投与しており，ボスミ

ンについては，推奨投与量の最高量の６９倍，ノルアドレナリンについて

は同１７倍，ドーパミン，ドブタミンは同２倍を投与していた。

また，Ｄは，人工呼吸器にて，酸素濃度８０％でようやくＰａＯ を１２

００ｍｍＨｇ以上保つことができる状態であった。

このように，Ｄは，膨大な薬剤を使用しなければ血圧を維持することは

できず，また，高濃度の酸素投与により酸素化が図られている状態であり，

Ｄの循環動態及び呼吸状態は，極めて不安定で危機的な状態であった。さ

らに，Ｄは，肺動脈血栓塞栓症に伴うＤＩＣを併発していたのであり，早

急に肺動脈血栓塞栓症の治療をしなければ，死亡する危険性が切迫してい

た。

イ 血栓が広範囲に及んでいること

本件の肺動脈血栓塞栓症は，Ｄの解剖学的変異（肺底動脈が通常より長

い）もあって，右肺動脈の根幹部分に致命的な塞栓が生じ，広範囲にわた

るものであった。

Ｄは，非常に致死率の高い超広汎型の肺動脈血栓塞栓症であったから，

ＤＩＣによる多少の出血傾向が見られたとしても，まず肺動脈血栓塞栓症

に対する治療を優先すべきある。
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ウ 出血を示唆する所見はなく，治療効果も見込まれたこと

被告病院の医師らは，Ｄの状態及び肺動脈血栓塞栓症の予後を考慮し，

アクチバシンはＤを救命するために必要不可欠な薬剤であり，その投与は

危険性よりも有用性が勝ると判断したため，これを投与した。すなわち，

ＤはＤＩＣを発症していることから，出血の可能性を完全に否定すること

はできなかったが，ＣＴ画像等には積極的に出血を示唆する所見は認めら

れず，他方で，Ｄの肺動脈血栓塞栓症が心肺停止にまで至らせる重篤なも

のであったことや，肺動脈造影等において右肺動脈に広汎な血栓が認めら

れたことなどから，上記判断に至った。

また，Ｄに対して使用されたガイドワイヤーは，通常のガイドワイヤー

よりも先端が長く，柔軟であり，これのみで血栓を破壊することはできな

い。したがって，Ｄの血栓を除去するためには，アクチバシンによって血

栓を溶解・柔らかくすることが必要であった。

なお，原告らは，出血している患者に対するアクチバシンの投与は禁忌

である旨主張するが，被告病院の医師らは，アクチバシンを投与した際，

肝損傷の診断をしておらず，また，これを認識・予見することは不可能で

あったから，肝損傷による出血を前提とした原告らの主張は理由がない。

(4) 争点４（上記各過失と結果との間の因果関係の有無）

（原告らの主張）

ア 肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する措置を怠ったこととの間

の因果関係

被告病院のＧ医師らが，肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する

措置を怠らなければ，ＤがＣＴ室で心肺停止となることはなく，心臓マッ

サージにより肋骨骨折，肝損傷を起こし出血することはなく，出血性ショ

ックで死亡することはなかった。

イ 出血源の検索及び止血措置を怠ったこととの間の因果関係
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被告病院の医師らが，Ｄの出血を疑って，出血源の検索及び止血措置を

行っていれば，Ｄが出血性ショックで死亡することはなかった。

ウ アクチバシンの投与との間の因果関係

被告病院のＦ医師が，Ｄに対し，アクチバシンを投与しなければ，Ｄが

出血性ショックで死亡することはなかった。

（被告の主張）

以下の点からすれば，原告らが主張する上記各過失とＤの死亡との間に因

果関係はない。

ア Ｄの肺動脈血栓塞栓症の程度及び容態

一般に，肺動脈血栓塞栓症が発症した場合の死亡率については，その程

度や患者の心肺状態によって異なるが，最初の塞栓が致命的な場合は，１

ないし２時間の間に死亡することが多いとされている。そして，Ｄは，ト

イレで意識を失い，ＣＴ室内で肺動脈血栓塞栓症による心肺停止に陥り，

その後も心拍再開と心停止を繰り返すなど，意識不明のまま危険な状態が

継続していたことからすれば，Ｄに生じていた肺動脈血栓塞栓症は，極め

て重篤かつ致命的なものであったといえる。

また，Ｄは，極めて予後不良な蘇生後の多臓器機能障害症候群に陥って

いた。

さらに，心肺停止の時間の観点からも予後は不良であった。すなわち，

蘇生に要した時間及び心停止から心肺蘇生までの時間と神経学的回復が得

られる関係に関する文献（乙Ｂ９）によれば，Ｄは，本件において，少な

くとも３０分間心臓マッサージを行っていたと考えても，植物状態以上の

神経学的回復の可能性は５％以下であった。

このような事実からすれば，Ｄを救命することは不可能であった。

イ 死因について

死亡鑑定書（甲Ａ２）には，死因は肝臓損傷による出血である旨記載さ
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れているが，これは臨床経過の終末像を形態学的な所見として表現してい

るにすぎず，臨床経過を動的に捉えれば，Ｄの死因は，肺動脈血栓塞栓症

であると捉えるべきである。

すなわち，前記のとおり，Ｄは，非常に致死率の高い超広汎型の肺動脈

血栓塞栓症を発症しており，人工呼吸器による管理と高濃度酸素及び昇圧

剤の投与によってかろうじて呼吸循環動態を保っていた状態であり，いわ

ば「瀬戸際の状態」で維持されていたと捉えるべきである。そして，肺動

脈血栓塞栓症に対する根治的治療が行われたが，その病態の進行を止める

ことはできず，不幸な転帰を迎えることとなったというべきであって，Ｄ

ＩＣの発症やそれによる出血，肝損傷による出血などは，これらの臨床経

過の流れに存在した一病態にすぎず，死亡鑑定書（甲Ａ２）のように肝損

傷による出血のみを死因として捉えるのはＤの臨床経過を正確に反映させ

たものとはいえない。

したがって，仮に肝損傷による出血を認識し，それに対する治療を行っ

たとしても，肺動脈血栓塞栓症による「瀬戸際の状態」と評価すべき病態

の進行を止めることはできず，不幸な転帰を回避することはできなかった

蓋然性は極めて高い。

(5) 争点５（損害の額）

（原告らの主張）

ア Ｄの損害

(ア) 逸失利益 合計２８７８万９４３０円

Ｄは，本件当時，家事労働に従事しており，６７歳までの１８年間

（ライプニッツ係数１１．６９０）は家事労働が可能であったから，基

礎収入を平成１４年賃金センサス学歴計・女性労働者の全年齢平均の年

収額である３５１万８２００円とし，生活費控除率を３割として，逸失

利益の現価を算定すると，以下のとおり，２８７８万９４３０円となる。
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351万8200円×(1-0.3)×11.690＝2878万9430円

(イ) 死亡慰謝料 ２５００万円

イ 原告ら固有の損害

(ア) 近親者慰謝料 合計６００万円

Ｄが死亡したことによる原告ら固有の慰謝料額は，原告Ａにつき３０

０万円，原告Ｂ及び原告Ｃにつき，それぞれ１５０万円が相当である。

(イ) 葬儀費用 １５０万円

原告Ａは，Ｄの葬儀費用として，１５０万円を下らない金額を出捐し

た。

(ウ) 弁護士費用 合計６１２万６９４３円

原告Ａにつき３１３万９４７１円，原告Ｂ及び原告Ｃにつき，それぞ

れ１４９万３７３６円が相当である。

（被告の主張）

原告らの主張する損害額は，いずれも不知ないし争う。

第３ 争点に対する判断

１ Ｄの診療経過

前記前提となる事実（第２の１）及び証拠（甲Ａ１ないし５，甲Ｂ８，１１

９，乙Ａ１ないし１４，乙Ｂ１０，１４，証人Ｇ，証人Ｊ，証人Ｆ，証人Ｈ，

証人Ｉ，鑑定の結果，原告Ａ及び原告Ｂ）によれば，Ｄの被告病院における診

療経過の概要は以下のとおりであり，その詳細は別紙診療経過一覧表記載のと

おりである。

(1) 被告病院への入院及び手術

Ｄは，平成１４年３月２３日ころから下腹痛が強くなったことから，同月

２７日，被告病院を受診したところ，ＣＴ検査の結果，右卵巣腫瘍茎捻転が

疑われ，緊急入院の上，同日午後６時から緊急手術（右付属器切除術）が行

われた。
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なお，同手術においては，深部静脈血栓を予防するため，Ｄの両下肢にサ

ポーテックス（弾性包帯）及びフロートロン（反復圧迫治療器）が装着され

た。

(2) トイレ内での急変及びＣＴ室への搬送

ア 上記手術後，Ｄには，翌２８日午後５時１０分に吐き気及び胃液様の嘔

吐が一時的に見られたものの，創痛はおおむね自制内で，血圧，脈拍数等

も正常範囲内であり，術後の経過としては良好と判断された。

イ 同日午後７時２５分過ぎ，Ｄは 「トイレに行ってみたい感じがす，

る 」旨のナースコールをし，看護師の付添いの下，術後初回のトイレ歩。

行を行った。すると，Ｄは，トイレ内で「何か気持ち悪い。吐きそう 」。

と述べて，便器内に吐く姿勢でしゃがみ，更に「目まいもしてきた」と述

べ，付添いの看護師に体を支えられたところ，すぐに意識消失した。その

ため，同看護師は，トイレ内の緊急呼出しボタンを２度押した。

ウ 同日午後７時３０分，Ｄに眼球上転，全身性けいれんが認められたが，

すぐに自然回復した。看護師が声かけをしたところ 「気持ち悪い。吐き，

そう 」と述べて，便器へかがみ込む動作をした。。

なお，この間，原告Ｂ及び原告Ｃがトイレ内に駆けつけた。

エ 同日午後７時３０分過ぎ，応援の看護師及び原告Ａがトイレ内に到着し

た際，Ｄには，看護師の声かけで追視，触診で脈拍が認められ，緑色吐物

の嘔吐（中等量）が見られた。また，嘔吐後，看護師の声かけに顔を少し

動かして開眼・追視があったほか，脈拍触知可能であったため，看護師は，

Ｄを車椅子に移動させるべく，Ｄの両手を首にかけたが，保持することが

できなかった。そのため，原告Ａは，Ｄをトイレの壁側に少し引き出した。

その後，Ｄは，声かけに反応なし，脈拍触知可能，自発呼吸はあるが弱い

という状態で，車椅子に体幹を乗せられて広い廊下の方へ体を引き出され，

原告Ｂ及び原告Ｃに呼ばれて駆けつけた眼科医師らにより，廊下床へ仰臥
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位にされた。

その後，Ｄは，頸動脈は触知可能であったが，呼吸停止となったため，

エアウェイ（経口又は経鼻による気道確保のための器具）挿入，アンビュ

ーバッグによる換気及びバイタルの測定がされ（なお，この間，後記のと

おり，ナースステーションから眼科医師のＫが，被告病院の婦人科当直医

のポケットベルをコールした ，アンビューバッグによる換気開始後，。）

自発呼吸が見られた。

オ 同日午後７時４１分，婦人科当直医のＬ医師のポケットベルがコールさ

れ，医局内にいた医師（Ｍ，Ｎ，Ｇ）にＤの急変が伝えられた。

同日午後７時４２分過ぎころ，同医師らがトイレ前に到着した際，Ｄに

は，自発呼吸，呼びかけに対する反応及び尿失禁があった。また，Ｄは，

「苦しい，外して」と顔を横にふり，自力で上記エアウェイを外したため，

バイトブロック（気管チューブを噛んで閉塞しないようにするための器

具）が挿入・固定されたほか，ヘパリンロック中の点滴ルートからヴィー

ンＦ（輸液）５００ｍlが滴下された。

そして，Ｄは，ストレッチャーでＣＴ室に向けて搬送されたところ，１

病棟５階エレベーター前で上記バイトブロックを外す動作をしたため，酸

素マスクが装着・固定され，２病棟エレベーター内ではけいれんが生じた

ため，アンビューバッグによる換気が再開された。

カ 同日午後７時５５分，Ｄは，ＣＴ室のＣＴ台に移動された際，心肺停止

となった。そのため，被告病院の医師らは，Ｄに対し，閉胸式心臓マッサ

ージ，ボスミン投与，気管内挿管，アンビューバッグによる換気等の心肺

蘇生措置を行うとともに，同日午後７時５８分ころ，救急医学科の当直医

のＪ医師をコールした。

その後，同日午後８時ころ，Ｊ医師がＣＴ室に到着し，同日午後８時２

分，Ｄの自己心拍が再開した。そこで，Ｄは，直ちにストレッチャーで被
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告病院の３次救急外来に搬送された。

(3) ３次救急外来における診療経過

ア Ｄは，同日午後８時５分，被告病院の３次救急外来に入室した。

入室時，Ｄは，モニター上，心停止となっていたが，閉胸式心臓マッサ

ージにより，同日８時６分には自己心拍が再開した。しかしながら，血圧

が測定不能であったため，同時刻からプレドパ（昇圧剤）の持続投与が開

始された。

イ 同日午後８時１５分ころ，再び心停止となったため，閉胸式心臓マッサ

ージが開始され，同日午後８時４５分に自己心拍が再開するまで継続され

た（自己心拍再開時も血圧は測定不能であった 。この間，同日午後８。）

時２８分までの間に，ボスミン合計４ｍｇ及び硫酸アトロピン合計４ｍｇ

がそれぞれ投与されたほか，同日午後８時３７分からは，ボスミン原液の

持続注入が開始された。

ウ 同日８時５２分，心停止の原因を探索するため，頭胸腹部ＣＴ検査が行

われたが，心停止の原因と考えられるような明らかな所見は認められなか

った。

エ 同日午後９時５分，血圧維持のため，点滴されていたプレドパにドブタ

ミン（強心剤）が注入されたほか，ノルアドレナリン原液の持続注入が開

始された。

オ 同日午後９時２１分ころ，ＮＧ－Ｔ（経鼻胃管）が挿入されたところ，

血液の流出があり，同日午後１１時３０分には暗赤色排液が，翌２９日午

前７時２７分には暗血性の排液が，同日午後０時には赤色排液があった。

また，この間，同日午前１時，口・鼻腔内から血性排液が見られた。

カ 同日午前１１時３０分ころ，頭部，胸部，及び骨盤腔の造影ＣＴ検査を

行ったところ，軽度の脳浮腫が見られたが，頭部に明らかな出血，梗塞巣

は認められなかった。他方，右肺動脈に血栓を疑わせる所見が認められた。
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キ 同日午後２時１５分，カテーテル室において肺血管造影検査がされたと

ころ，右肺底動脈本幹に位置する血栓が認められ，同日午後２時３０分こ

ろから，被告病院のＦ医師は，血栓溶解剤（t-PA製剤）であるアクチバシ

ン１２００万単位を計２回肺動脈内に直接注入して，血栓溶解を試みた。

しかしながら，これのみでは完全な溶解は得られなかったため，右内頸静

脈から挿入されたカテーテル内にガイドワイヤーを通し，これによって血

栓を破壊・除去した。

なお，アクチバシン投与前におけるＤの容態は，以下のとおりであった。

(ア) 呼吸機能

ａ ３月２９日午前７時２分

Ｆ Ｏ （呼吸器からの酸素濃度） ０．８（８０％）ⅰ ２

ＰａＯ （酸素分圧） １５４２

Ｐ／Ｆ比 （動脈血酸素分圧/吸入酸素濃度）１９２．５

ｂ 同日午後０時３８分

Ｆ Ｏ （呼吸器からの酸素濃度） ０．８（８０％）ⅰ ２

ＰａＯ （酸素分圧） １２７２

Ｐ／Ｆ比 （動脈血酸素分圧/吸入酸素濃度）１５８．７５

ｃ こうした動脈血ガス分析の結果は，Ｄの酸素化能が相当に悪化して

おり，高濃度の酸素投与によってかろうじて維持されていることを示

すものである（証人Ｈ，鑑定の結果 。）

(イ) 循環機能

前記のとおり，３月２８日午後８時６分，プレドパ（昇圧剤）の持続

投与が開始され，同日午後９時５分からは，上記プレドパに加えてドブ

タミン（昇圧剤）が注入されたほか，同日午後８時３７分以降，ボスミ

ン（昇圧剤）原液の持続投与が開始され，さらに，同日午後９時５分以

降，ノルアドレナリン（昇圧剤）原液の持続投与が開始された。
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これらの薬剤の使用量は，通常の使用量をはるかに超えており，こう

した昇圧剤の極量投与によって，Ｄの血圧は，かろうじて維持されてい

る状態であった（証人Ｈ，鑑定の結果 。）

(ウ) 肝機能・腎機能

ａ ３月２８日午後９時２１分

ＧＯＴ ３６８０，ＧＰＴ ５０１６，ＬＤＨ １５０００＜

ｂ 翌２９日午前０時２６分

ＧＯＴ ７０００＜，ＧＰＴ ８０００＜，ＬＤＨ １５０００＜

ｃ 同日午後０時４１分

ＧＯＴ ７０００＜，ＧＰＴ ６７２５，ＬＤＨ １５０００＜

こうした血液検査の値からすれば，Ｄの肝機能障害は極めて重篤なも

）。のであった（乙Ａ１０の２，１１の２，証人Ｆ，証人Ｈ，鑑定の結果

また，Ｄの尿量などから，著明な腎機能障害も現れていた（証人Ｆ，鑑

定の結果 。）

(エ) ＤＩＣ（播種性血管内凝固症候群）

Ｄは，３月２９日午前中には，ＤＩＣスコア合計８点とされ，明確に

ＤＩＣと診断されており，既に死亡率は７０％前後と評価される状況に

あった（鑑定の結果 。）

なお，原告らは，ＤＩＣについては，３月２８日午後１１時からＦＯ

Ｙの投与が開始された後，血小板数（ＰＬＴ）は増加し，基準値内にあ

ったことから改善していた旨主張するが，上記のとおり，Ｄは，３月２

９日午前０時２６分に行われた血液検査の結果等に基づく上記ＤＩＣス

コアでも合計８点とされるなど，ＤＩＣが改善していたとはいえないこ

とは明らかである（鑑定の結果 。）

ク 上記血栓除去後，Ｄは，腹腔内出血による出血性ショックを起こしたた

め，カテーテル室に運ばれて，経皮経動脈的塞栓術が予定されたが，同室
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入室後，心肺停止となり，開胸式心臓マッサージ等の心肺蘇生措置がされ

たものの，同日午後１０時４７分，出血性ショックにより死亡した。

(4) Ｄのヘモグロビン値の推移

Ｄの血液検査の結果によれば，ヘモグロビン値は，以下のとおりであった。

(ア) ３月２７日午後０時 １３．９

(イ) 同日午後２時２７分 １５．１

(ウ) 同日午後４時５６分 １４．３

(エ) 同日午後５時１４分 １３．９

(オ) 同月２８日午後９時１７分 １２．６

(カ) 同日午後９時２１分 １２．６

(キ) 同日午後９時２６分 １１．０

(ク) 同日午後１１時１０分 １０．６

(ケ) 同月２９日午前０時２６分 ９．９

(コ) 同日午前７時２分 １０．５

(サ) 同日午後０時３８分 ９．１

(シ) 同日午後０時４１分 ９．２

(ス) 同日午後５時５分 ６．７

(セ) 同日午後８時４９分 ５．０

(ソ) 同日午後８時５４分 ５．１

(5)ア ところで，原告らは，① アクチバシン投与時点において，Ｄの肺動

脈内の血栓は，Ａ１０の本幹から広がっているにすぎず，広範囲にわたる

ものではなかった，② 仮に，Ａ１０の本幹ではなく，更に肺動脈の上流

から血栓が広がっていたとしても，閉塞範囲は限局されており，また，左

肺は閉塞が全くなく，機能が保たれていることから，酸素化は図られてい

た旨主張し，証人Ｉはこれに沿う供述をし，同医師作成の鑑定意見書（甲

Ｂ８，１１９）にもこれに沿う記載がある。
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しかしながら，乙Ａ１４，証人Ｆ及び鑑定の結果によれば，Ｄの肺動脈

内の血栓は，右肺底動脈本幹に位置しており，広範囲にわたるものといえ，

肺動脈造影では見えない血栓が末梢に広がっている可能性も指摘されてい

る。また，前記のとおり，アクチバシン投与前において，Ｄの酸素化が図

れているとはいえないことは，前記Ｐ／Ｆ比などから明らかである。

したがって，原告らの上記主張は採用できない。

イ 他方，被告は，Ｄの死因について，臨床経過を動的に捉えれば，肺動脈

血栓塞栓症であると捉えるべきである旨主張し，証人Ｈはこれに沿う供述

をし，同医師作成に係る意見書（乙Ｂ１０）にもこれに沿う記載がある。

確かに，鑑定の結果にも徴すると，３月２８日午後７時２５分過ぎころ

のＤの急変の原因は肺動脈血栓塞栓症であったと推察される上，後記のと

おり，本件において，肺動脈血栓塞栓症がＤの容態や救命可能性に極めて

大きな影響を与えたものであるが，鑑定書（甲Ａ２）によれば 「肺動脈，

血栓塞栓症は心肺停止の原因のみならず本屍の死期に影響を与えた事は十

分に考えられるが，直接死因としては肝破裂に基づく腹腔内出血による出

血性ショックを凌駕して採用するのは妥当とは思われない 」と記載され。

ていることに照らせば，あくまで本件の直接死因としては，出血性ショッ

クであるとするのが相当である。

したがって，被告の上記主張は採用できない。

２ 医学的知見

証拠（甲Ｂ８，１０ないし２６，４１，４３，４４，５２，５４，５５，７

１ないし７４，７７ないし８０，８３，８９，１０３，１０７ないし１１０，

１１６，１１７，乙Ａ９ないし１１，１４，乙Ｂ１，２，７，１０，証人Ｇ，

証人Ｊ，証人Ｆ，証人Ｈ，証人Ｉ，鑑定の結果）によれば，平成１４年当時の

医学的知見について，次のとおり認めることができる。

(1) 救急救命処置に関する医学的知見
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ア 急変患者一般に対する救急救命処置

患者が突然急変した場合の救急救命処置としては，まず脈拍，呼吸，血

圧，体温といったバイタルサインの観察や意識レベルの判定を行いながら，

救急蘇生のＡＢＣ，すなわち，気道管理（Airway ，呼吸管理（Breathin）

g ，循環管理（Circulation）と並行して検査等による原因の検索及び治）

療を行っていくのが一般的であるとされる。もっとも，救急救命の場にお

いては，診断と治療が並行して行われなければならない場合が少なくなく，

そのような場合においては，上記バイタルサインのチェックやスクリーニ

ング検査の必要性・緊急性の程度，測定や検査に要する時間やこれによっ

て得られるメリットなどを総合的に考慮し，いわゆる五感を働かせて，で

きる範囲内において患者の状態を判断し，治療を開始していくこととなる。

イ 救急救命の医師をコールする時期

各施設における救急救命医の役割・立場は，平成１４年当時のみならず，

現在においても統一されておらず，その緊急招集の体制やコールの時期に

関する基準は，各施設によって異なっており，いまだ一般的に普及・整備

されていない。現在，上記の体制が構築されている病院であっても，基本

的にはその場に居合わせた医師又は受け持ち科の医師が対応し，心肺停止

時など，対応が難しいと判断した場合に救急救命の医師をコールするのが

通常とされる。

ウ 閉胸式心臓マッサージ

閉胸式心臓マッサージは，心停止の傷病者に対して胸骨を圧迫すること

で，生命維持に必要な血液循環を確保する救急処置の一つであり，その合

併症としては，肋骨・胸骨骨折，肺損傷，内臓損傷（肝臓，脾臓など）が

起こり得るとされている。

(2) 肺動脈血栓塞栓症（慢性を除く）

ア 意義及び症状
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肺動脈血栓塞栓症（肺塞栓症，肺血栓塞栓症，エコノミークラス症候群

などとも言われる ）とは，静脈や心臓内で形成された血栓が遊離して，。

急激に肺血管を閉塞することによって生じる疾患である。

症状としては，呼吸困難，胸痛，頻脈が現れることが多いとされるが，

その他にも冷汗，失神，動悸など多様な症状が現れるとされ，診断に当た

って特異的な症状というものはない。

イ 診断及び治療方法

肺動脈血栓塞栓症については，平成１６年になって，日本循環器学会，

日本心臓病学会等の複数の学会による合同研究として 「肺血栓塞栓症お，

よび深部静脈血栓症の診断・治療・予防に関するガイドライン （甲Ｂ３」

９）が発表されたが，平成１４年当時は，診断や治療手順について，明確

な基準やコンセンサスが得られたものはなかった（甲Ｂ１１０ 。）

(ア) 診断

肺動脈血栓塞栓症は，症状が非特異的であり，同様の症状を伴う疾患

（急性心筋梗塞，肺炎，大動脈瘤，胸膜炎など）との鑑別も必要となる

ことなどから，一般に診断は困難であるとされる。そのため，患者に胸

痛や呼吸困難などが認められたときには，他の疾患のみならず，鑑別す

べき疾患として本症を疑うことが重要であるとされる。

肺動脈血栓塞栓症の診断のためのスクリーニング検査としては，動脈

血ガス分析，胸部レントゲン，心電図，心エコーなどが挙げられている

が，いずれも直ちに確定診断に結びつくものではなく，いわば補助診断

にすぎないとされており，確定診断のためのゴールドスタンダードは肺

動脈造影であるとされる。

(イ) 治療方法

肺動脈血栓塞栓症の治療方法は，抗凝固療法（ヘパリンの投与等 ，）

血栓溶解療法，外科的な血栓摘除術などが挙げられている。
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ａ 血栓溶解療法については，出血の合併症のリスクが指摘されている

が，血栓が早く溶解され，症状・血行動態の改善が早期に得られるこ

とや，静脈血栓も消失させ再発が少ないことなどから，有用・有効で

あるとされ，積極的な治療が優先される重症例（ショックや低血圧が

遷延する血行動態が不安定な例など）で迅速な血栓除去を目的として

行うものとされている。

そして，血栓溶解療法に関するこのような治療方針は，平成１６年

の前記「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断・治療・予防に関

するガイドライン （甲Ｂ３９）中に 「急性肺血栓塞栓症の急性期」 ，

で，ショックや低血圧が遷延する血行動態が不安定な例に対しては，

血栓溶解療法を施行する」ことが「ＣｌａｓｓⅠ（検査・治療が有効，

有用であることについて証明されているか，あるいは見解が広く一致

している 」と記載され，平成１６年の上記ガイドラインにおいて。）

も推奨されている。

ｂ 肺動脈血栓塞栓症に対するＰＣＰＳの適応は，いまだ十分確立され

ているとはいえないものの，すべての肺動脈血栓塞栓症に対して使用

されるべきとは考えられておらず，心肺停止に至るような患者で，通

常の蘇生法に反応せず，可逆性（何らかの処置によって心機能の回復

が得られる可能性があり，かつ時間的に脳蘇生の可能性のある）病態

に対して使用されることもあるにとどまる。

３ 上記１及び２の認定事実に基づいて，各争点について検討する。

(1) 争点１（肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する各措置を怠った

過失の有無）について

ア 救急救命医のコールについて

原告らは，被告病院のＧ医師らは，Ｄがトイレで倒れて急変したと聞い

たとき，Ｄがショック状態にあることは明らかだったのであるから，その
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時点で，救急救命の医師をコールすべきであったのに，これを怠った旨主

張し，証人Ｉは，これに沿う供述をし，同医師作成に係る鑑定意見書（甲

Ｂ１１９）中にも，これに沿う記載がある。

そこで検討するに，救急救命医の役割・立場は，平成１４年当時のみな

らず，現在においても統一されておらず，緊急招集の体制やコールの時期

に関する基準は，各施設によって異なっており，いまだ一般的に普及・整

備されていない（上記２(1)イ 。そして，現在，そのような体制・基準）

を構築している施設でさえ，基本的にはその場に居合わせた医師又は受け

持ち科の医師が対応し，心肺停止時など，対応が難しいと判断した場合に

救急救命の医師をコールするのが通常とされるところ（同前 ，これと同）

様に，本件においても，まずは現場の医師及び看護師らが，Ｄに対し，上

記１(2)認定のとおり，脈拍・自発呼吸の有無，意識レベル等をチェック

しつつ，エアウェイ挿入，輸液の投与等の必要な処置を行っており，ＣＴ

室内でＤが心肺停止となった際に，直ちに救急救命医（Ｊ医師）をコール

している（上記１(2)カ 。）

このような事実に加え，鑑定の結果によれば，本件における救急救命医

のコールの時期に不適切な点はなかったとされていることにも照らすと，

被告病院の医師らに，救急救命医のコールについて過失があったとは認め

られない。

イ ショック状態の患者に対する措置について

原告らは，被告病院のＧ医師らは，医師が一般にショック状態の患者に

対してすべきこと，すなわち，① バイタルサインのチェック，② 臨床

症状，理学的所見への注目，③ 初期治療の素早い開始，④ 自覚症状，

基礎疾患，既往歴のチェック，⑤ ベッドサイドの検査を，Ｄに対して行

うべきであったのに，これらを怠った旨主張し，証人Ｉは，これに沿う供

述をし，同医師作成に係る鑑定意見書（甲Ｂ８，１１９）中にも，これに
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沿う記載がある。

そこで検討するに，上記１(2)認定のとおり，被告病院の医師及び看護

師は，Ｄがトイレで倒れた後，Ｄの脈拍・自発呼吸の有無，声かけに対す

る反応の有無（意識レベル）等を頻回チェックしていた。また，Ｄに一時

的な呼吸停止が生じた際には，エアウェイ挿入，アンビューバッグによる

換気などが行われたほか，既に応援に来ていた眼科医師が，ナースステー

ションから婦人科の当直医のポケットベルをコールして応援を要請した

（上記１(2)エ 。さらに，応援の婦人科医師らが到着した後は，バイト）

ブロックの挿入・固定，ヴィーンＦ（輸液）の投与，酸素マスクの装着が

行われ，ＣＴ室内でＤが心肺停止となった際には，閉胸式心臓マッサージ，

ボスミン投与，気管内挿管が行われるなど，Ｄの容態の変化に応じて必要

な措置が行われていた（上記１(2)オ，カ 。そして，これらの措置によ）

って，Ｄに対するprimary survey（初期診療における生命維持のために生

） ，理機能の評価と蘇生行為）は大枠で終了していた（鑑定の結果 。さらに

救急救命の場においては，診断と治療が並行して行われなければならない

場合が少なくなく，そのような場合においては，バイタルサインのチェッ

クやスクリーニング検査の必要性・緊急性の程度，測定や検査に要する時

間やこれによって得られるメリットなどを総合的に考慮し，いわゆる五感

を働かせて，できる範囲内において患者の状態を判断し，治療を開始して

いくものであり（上記２(1)ア ，初期診療の後の検査等については，状）

況に応じて前後することも多いから，常にバイタルサインのすべてをチェ

ックして，血液検査，心エコー等のベッドサイドの検査をＣＴ検査よりも

先に行わなければならないものではない（鑑定の結果 。また，本件にお）

いては，これらの測定・検査の有無によってその後の診療を大きく左右す

るものでもなかった（鑑定の結果 。特に，心エコー検査については，一）

般の病棟に配備されているものではなく，また，肺動脈血栓塞栓症との関
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係では，補助診断にしかなり得ない（鑑定の結果 。さらに，Ｄの現病。）

歴・既往症については，婦人科担当医であるＧ医師は記憶しており（証人

Ｇ ，救急処置に当たって改めて確認する必要まではなかった。また，昇）

圧剤投与については 「苦しい，外して」と顔を横にふり，自力で上記エ，

アウェイを外すなどの意識の回復が認められる等の上記Ｄの症状経過にか

んがみると，必ずしも適応ではなかった（鑑定の結果 。）

このような事実に加え，鑑定の結果によれば原告らが主張する①ないし

⑤の点につき不適切な点はないとされていることにもかんがみれば，被告

病院の医師らのＤのショック状態に対する対応につき過失があったとは認

められない。

ウ ＣＴ室へ運び込んだことについて

(ア) Ｄがトイレ内で急変した際，その原因疾患として，肺動脈血栓塞栓

症のほか，くも膜下出血等の頭蓋内病変，急性心筋梗塞，不整脈が考え

られ，これらをいずれも否定することはできない状況にあった（証人Ｈ，

鑑定の結果 。そして，Ｄは，肺動脈血栓塞栓症に多い症状である呼吸）

困難，胸痛を訴えておらず，むしろ 「気持ち悪い。吐きそう 」など， 。

と述べ，意識消失，めまい及び全身けいれんが認められたことから（上

記１(2) ，くも膜下出血を含む頭蓋内病変の鑑別の必要性は高い状況）

にあった（鑑定の結果 。また，くも膜下出血を含む頭蓋内病変は，そ）

の有無によって以後の治療方法，経過を大きく左右するものであり，肺

動脈血栓塞栓症の治療を行う前提としても，最低限否定しておかなけれ

ばならない病態であった（鑑定の結果 。さらに，患者のバイタルサイ）

ンが完全に安定していない状態であっても，ＣＴ室までの距離，ＣＴ室

と集中治療室との位置関係，付添いの医師の有無，ＣＴ室内の医療環境

（蘇生器具等の備えの有無，蘇生措置のためのスペースの有無など ，）

ＣＴ検査によって得られる情報による根本的治療の効果等によっては，
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） ，これを行うことは不適切ではないところ（鑑定の結果 ，Ｄに対しては

） ，婦人科医師複数名がＣＴ室に付き添っており（甲Ａ３，証人Ｇ ，また

被告病院のＣＴ室（第３病棟１階）は，通常のＣＴ室より広く，蘇生器

具やモニタリング装置等も配備されているほか，救命救急センターの隣

に位置しており，Ｄが倒れたトイレ（第１病棟５階）よりも，救急救命

医がより素早く駆けつけることができる場所であった（乙Ｂ１４ 。こ）

のようなことからすれば，Ｄがトイレで倒れた際に，原因検索のため，

ＣＴ室に搬送したことは不適切ではない（鑑定の結果 。）

(イ) 原告らは，Ｄに血圧上昇，クッシング徴候等は見られなかったから，

脳出血等は強く疑われず，ＣＴによる緊急画像診断は必要ではなかった

ことなどから，被告病院のＧ医師らは，Ｄの呼吸循環動態を十分に安定

させてからＣＴ室へ運ぶべきであった旨主張し，証人Ｉは，これに沿う

供述をし，同医師作成に係る鑑定意見書（甲Ｂ１１９）中にも，これに

沿う記載がある。

しかしながら，血圧上昇やクッシング徴候は，必ずしもその場ですぐ

に現れるものではないし，仮にそれらが認められなかったとしても，そ

れのみで，直ちにくも膜下出血を含む頭蓋内病変を除外診断することは

できない（鑑定の結果 。むしろ，上記のとおり，トイレで倒れたとき）

のＤの症状からすれば，くも膜下出血を含む頭蓋内病変の鑑別の必要が

高い状況にあったことからすれば，その後の治療のためにも，適時にＣ

Ｔ検査を行ってこれを否定すべきであったのであり，前記のような被告

病院における治療態勢からすれば，Ｄの呼吸循環動態が十分に安定する

のを待たずに同人をＣＴ室に搬送したとしても，不適切であったとは認

め難いというべきである。

したがって，原告らの上記主張は採用できない。

エ 肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する診断・治療（ＰＣＰＳの
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装着及びヘパリンの投与）について

原告らは，Ｄが術後の初回歩行であったこと及びトイレで倒れて急変し

たことから，肺動脈血栓塞栓症の典型例であったと主張した上で，これに

対する対処法として，本件当時，ＰＣＰＳの装着が大学病院において医療

水準となっていた旨及び新たな血栓の形成を防止するためヘパリンを投与

すべきであった旨主張し，証人Ｉは，これに沿う供述をし，同医師作成に

係る鑑定意見書（甲Ｂ８，１１９）中にも，これに沿う記載がある。 し

かしながら，Ｄがトイレ内で急変した際，その原因疾患として，肺動脈血

栓塞栓症のほか，くも膜下出血等の頭蓋内病変，急性心筋梗塞，不整脈が

考えられ，これらをいずれも否定することはできない状況にあったことは

前述のとおりである。そして，このような状況の下で，肺動脈血栓塞栓症

に対する治療として，抗凝固療法たるヘパリンの投与を行った場合，仮に

くも膜下出血等の頭蓋内病変が存在したときには，これを増悪させる危険

があった（鑑定の結果 。なお，医学文献上，肺動脈血栓塞栓症を疑った）

ら速やかにヘパリンを投与すべきとの記載が散見されるが，本件は肺動脈

血栓塞栓症のみが疑われる症例ではなく，くも膜下出血等の頭蓋内病変も

大いに考えられる症例であることは，前記のとおりであるから，上記医学

文献の記載は，本件には必ずしも妥当しないというべきである（鑑定の結

果 。）

また，ＰＣＰＳについては，医学文献上 「ＰＣＰＳを蘇生法として有，

効に施行するためには，救急搬入時の少ない情報から，頭蓋内病変を否定

し，通常の蘇生法に反応しない可逆性の病態，すなわち何らかの処置によ

って心機能の回復が得られる可能性がある症例で，かつ時間的に脳蘇生の

可能性があると判断することが必要である （甲Ｂ８９）と記載されて。」

いることに照らしても，すべての肺動脈血栓塞栓症に対して使用されるべ

きとは考えられておらず，むしろ，基本的には，心肺停止に至るような患
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者で，通常の蘇生法に反応せず，可逆性（何らかの処置によって心機能の

回復が得られる可能性があり，かつ時間的に脳蘇生の可能性のある）病態

に対して使用されることもあるにとどまるものと解される（上記２(2)イ

(イ) 。そして，Ｄは，３月２８日午後７時４２分過ぎころ（トイレで倒）

れた約１５分後）には，自発呼吸，呼びかけに対する反応があり 「苦し，

い，外して」と顔を横にふり，自力で上記エアウェイを外すなど意識が戻

っていることから（上記１(2)オ ，ＰＣＰＳの適応はなかったといえる）

（鑑定の結果 。さらに，ＰＣＰＳは，侵襲度の高い治療であり，足の虚）

血・壊死などの合併症が起こる可能性があるほか，その装着の際に，ＰＣ

ＰＳの膜が凝固するのを防止するため，同時にヘパリン等の抗凝固剤を投

与するのが一般的であるが（鑑定の結果 ，これによって，くも膜下出血）

等の頭蓋内病変を増悪させる危険があることは上記のとおりである。

これらからすれば，原告の上記主張は採用できないというべきである。

オ このような事実からすれば，争点１に関する原告らの各主張はいずれも

採用することができず，上記アないしエの各点において，被告病院の医師

らに過失があったと認めることはできない。

(2) 争点２（出血源の検索及び止血措置を怠った過失の有無）について

原告らは，① 中心静脈圧の上昇など過剰輸液を示唆する所見がないのに

ヘモグロビン値が異常値を示していたこと，② ＣＴ画像及びレントゲン画

像上，液体貯留の所見が認められていたこと，③ ＤＩＣを発症していたこ

と，④ 馬乗りで閉胸式心臓マッサージが行われたこと，⑤ 肝機能値が異

常値を示していたことから，被告病院の医師らは，Ｄの出血を疑って，出血

源を検索し，肝臓からの出血をつきとめ，止血措置を行うべきであった旨主

張し，証人Ｉは，これに沿う供述をし，同医師作成に係る鑑定意見書（甲Ｂ

８）中にも，これに沿う記載がある。

そこで検討するに，上記１及び２で認定した事実によれば，次のことが明
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らかである。すなわち，Ｄのヘモグロビン値は，３月２９日午前０時２６分

の値（９．９）と同日午後０時４１分の値（９．２）とで大きな差がなく，

この間の同日午前７時２分には１０．５に上昇しているなど（上記１(4) ，）

アクチバシン投与後までは，出血を疑わせるような短時間での急激な低下は

見られず，アクチバシンを投与するまでのヘモグロビン値の低下の原因とし

ては，輸液による血液の希釈や血管内凝固による消費の可能性が考えられる

（証人Ｊ，証人Ｈ，鑑定の結果 。また，３月２９日午前１１時３０分ころ）

撮影されたＣＴ及びレントゲン写真上，液体貯留の所見が認められるけれど

も，腹部手術の術後であること，液体貯留の量は大量とまではいえないこと，

画像所見からでは液体貯留が出血か腹水かを鑑別できないところ，Ｄは心肺

蘇生後の患者で，ＣＴ上，腸管壁の肥厚ないし浮腫所見が認められ，漏出性

の腹水との鑑別が必要であることなどから，上記液体貯留は殊更出血を疑わ

せるものではない（鑑定の結果 。さらに，ＤＩＣがあるからといって，直）

ちに上記液体貯留を出血と判断することはないし，Ｄの臨床経過にかんがみ，

出血を疑うべきものではない（証人Ｆ，鑑定の結果 。また，一般に閉胸式）

心臓マッサージの施行によって，肋骨・胸骨骨折，肺損傷，内臓損傷（肝臓，

脾臓など）が起こり得るとされているものの（上記２(1)ウ ，本件におい）

ては，臨床経過及び他の検査所見に照らし，このような合併症の発生を疑っ

てこれに対処するまでの根拠はない（鑑定の結果 。さらに，肝機能値の異）

常は，それ自体，非特異的（様々な原因で異常値を示すもの）であって，心

肺蘇生後のショック肝と矛盾しない所見である（証人Ｈ，鑑定の結果 。）

このような事実のほか，後記のとおり，３次救急外来でのＤの容態は極め

て重篤なものであり，瀬戸際ともいえる状態が続いており，たとえ肝臓損傷

が診断できたとしても，経過観察となったであろうと推察されること（鑑定

の結果）にも徴すると，被告病院の医師に，３月２９日午前７時２７分以降，

Ｄの多量出血を疑い，出血源を検索し，肝臓からの出血をつきとめ，止血措
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置を行うべき注意義務があったということはできない。

なお，原告らは，上記①について，中心静脈圧の上昇がないなど過剰輸液

を示唆する所見がない旨主張するけれども，輸液による血液の希釈は，必ず

しも中心静脈圧の上昇を伴うものではない（鑑定の結果 。また，上記④に）

ついては，仮にＤに対し，馬乗りになって心臓マッサージが行われたとして

も，心臓マッサージの体勢と合併症の発生頻度の関係は，必ずしも明らかで

なく，これをもって出血を疑うべきことにはならない（鑑定の結果 。）

したがって，原告らの上記主張は採用できない。

(3) 争点３（アクチバシンの投与に関する過失の有無）について

ア 原告らは，アクチバシンの投与について，① 投与の危険性よりも有用

性が勝ることはない，② 血栓の除去方法は，アクチバシンの投与以外に

も存在する，③ 肺動脈血栓塞栓症によって，Ｄが死に至る可能性はなか

ったとして，被告病院のＦ医師が，Ｄに対し，添付文書上，禁忌とされて

いるにもかかわらず，アクチバシンを投与したことには，特段の合理的理

由はない旨主張し，証人Ｉは，これに沿う供述をし，同医師作成に係る鑑

定意見書（甲Ｂ８，１１９）中にも，これに沿う記載がある。 そこで検

討するに，確かに，アクチバシンは，添付文書（甲Ｂ７７）上，出血して

いる患者や出血性素因のある患者に対する投与は禁忌とされているところ，

Ｄには，ＮＧ－Ｔ（経鼻胃管）から血性の排液が見られるなどしており

（上記１(3)オ ，ＤＩＣの発症によって出血傾向（出血しやすい状態））

にあったことから，アクチバシンをＤに投与することは，上記添付文書の

記載上は禁忌に当たることになる。

そして，医師が医薬品を使用するに当たってその添付文書に記載された

使用上の注意事項に従わず，それによって医療事故が発生した場合には，

これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り，当該医師の

過失が推定されるものというべきである（前記最高裁判所平成８年１月２
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３日第三小法廷判決参照 。）

そこで，以下，本件における特段の合理的理由の有無について検討する。

イ 上記１及び２で認定した事実によれば，次のことが明らかである。すな

わち，アクチバシン投与前のＤの呼吸機能は，高濃度の酸素投与によって

かろうじて酸素化が図られている状態であり，循環機能は，昇圧剤の極量

投与によって，かろうじて血圧が維持されている状態であり，肝機能障害

及び腎機能障害も著明であり，ＤＩＣも発症していた（上記１(3)キ 。）

このように，３月２９日午後２時３０分ころ（アクチバシン投与時点）に

おけるＤの容態は，呼吸機能，循環機能，肝機能，腎機能がいずれも極め

て重篤なものであり，ＤＩＣも発症していることから，瀬戸際ともいえる

状態にあった（証人Ｈ，鑑定の結果 。そして，こうした重篤なショック）

状態の原因としては，肺動脈内の広範な血栓が考えられ，これを緊急に除

去する必要性が高かった（証人Ｈ，鑑定の結果 。）

そして，血栓除去の方法として，アクチバシン投与（血栓溶解療法）は，

血栓が早く溶解され，症状・血行動態の改善が早期に得られることや，静

脈血栓も消失させ再発が少ないことなどから有用・有効であり，積極的な

治療が優先される重症例（循環動態が不安定など）で迅速な血栓除去を目

的として行うものとされているところ（上記２(2)イ(イ)ａ ，本件では，）

上記Ｄの容態に照らし，アクチバシンを投与することがショックからの離

脱等の症状改善に有用・有効であると見込まれる状況にあり，アクチバシ

ンの投与（血栓溶解療法）以外に選択し得る治療法はなかった（証人Ｈ，

鑑定の結果 。すなわち，開胸手術による外科的な血栓摘出については，）

Ｄの右肺動脈内には肺動脈造影では見えない血栓が末梢に広がっている可

能性があって個々の血栓除去は困難であること及びＤが上記のような重篤

な状態であったことなどから適応はないし（鑑定の結果 ，カテーテルに）

よる吸引・物理的破砕についても，医学文献上 「報告されつつある。今，
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後評価されるべき治療法である （甲Ｂ７３）旨記載されるにとどまっ。」

ており，本件においてこれを実施した場合の有効性も不明である（鑑定の

結果 。原告らは，アクチバシンを投与せずに，血栓の自然溶解に任せ，）

全身状態の回復を待つということも，適切な選択肢の１つであった旨主張

するが，そのような方法を採った場合の救命可能性は，極めて低いもので

あったことは明らかである（鑑定の結果 。）

なるほど，医学文献等においては，血栓溶解療法を行うに当たっては，

出血のリスクを十分考慮する必要があるとされている。しかしながら，Ｄ

については，ＮＧ－Ｔから血性の排液が見られた以外には，アクチバシン

投与前においては，腹腔内に出血の存在が強く疑われるような状況にはな

かったことは前記のとおりである。他方，アクチバシン投与前のＤの容態

は，上記のとおり，極めて重篤なものであり，アクチバシンを投与しなか

った場合，救命の可能性はほとんどなく（証人Ｈ，鑑定の結果 ，アクチ）

バシンを投与しないことは治療をあきらめることを意味するに等しいもの

であった（乙Ｂ１０，証人Ｈ 。また，本件当時の医学文献（甲Ｂ２０））

にも 「相対的禁忌事項が存在しても投与による利益が出血の恐れより大，

きいときは，投与に踏み切るのがよいと思われる 」との記載がある。こ。

のようなことから，Ｄについては，出血のリスクを考慮しても，アクチバ

シンを投与することが症状改善・救命のために有効足り得る唯一の手段で

あった（証人Ｈ，鑑定の結果 。）

以上のとおり，本件において，Ｄの容態は極めて重篤な瀬戸際の状態に

あり，その原因として肺動脈内の広範な血栓が考えられ，これに対する治

療法としては，アクチバシンの投与（血栓溶解療法）のみが挙げられ，出

血のリスクの程度を考慮しても，その投与による症状の早急な改善が見込

まれる状況にあり，むしろこれを行わなければ救命は困難な状況にあった

ことからすれば，被告病院のＦ医師が，Ｄに対し，アクチバシン１２００
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万単位を２回投与したことには特段の合理的理由があったといえ，これに

ついて過失があったということはできない。

ウ なお，原告らは，本件においては，アクチバシンの投与は，添付文書の

記載に反することなどから，事前に患者又は家族に対する説明・同意がな

ければ正当化されないなどと主張する。

しかしながら，前記Ｄの容態やアクチバシンの効能及び投与に至る経過

のほか，代替的な治療法がないことなどにかんがみると，被告病院のＦ医

師が，Ｄに対し，アクチバシン１２００万単位を２回投与したことには特

段の合理的理由があったといえることは前記とおりであるから，アクチバ

シンの投与等に関する家族への説明については，その投与に関する前記判

断を何ら左右するものではない。

４ 結論

以上によれば，原告らの不法行為（使用者責任）又は診療契約上の債務不履

行に基づく損害賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく理由がな

いから，いずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第３５部
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